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政策評価・独立行政法人評価委員会 

独立行政法人評価分科会 議事録 

 

１ 日時 平成21年４月17日（金） 10時00分から12時10分 

 

２ 場所 法曹会館３階 富士の間 

 

３ 出席者 

（独立行政法人評価分科会所属委員） 

樫谷隆夫独立行政法人評価分科会長代理、黒田玲子（※）、森泉陽子の各委員 

縣公一郎、荒張健（※）、岡本義朗、河村小百合、木村琢麿（※）、黒川行治、鈴木豊、

田渕雪子、玉井克哉（※）、山本清（※）の各臨時委員 

（※）を付した委員については、審議の一部に参画していない。 

（総務省） 

渡会修官房審議官、新井豊行政評価局総務課長、白岩俊評価監視官、菅原希評価監視官、

細川則明調査官、平野誠調査官、高橋慎弥調査官 

 

４ 議題 

  ○ 国立大学法人等の事務・事業の見直しについて 

   ・見直し当初案に関する文部科学省ヒアリング 

   ・勧告の方向性（案）に関する検討状況 

 

５ 資料 

 文部科学省説明資料 

資料１ 国立大学法人等の組織・業務全般の見直しについて（制度の概要・検討

状況・スケジュール） 

資料２－１ 国立大学法人の組織及び業務全般の見直しについて（案） 

資料２－２ 大学共同利用機関法人の組織及び業務全般の見直しについて（案） 

 

 

http://www.soumu.go.jp/main_content/000019656.pdf
http://www.soumu.go.jp/main_content/000019657.pdf
http://www.soumu.go.jp/main_content/000019658.pdf
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６ 会議経過 

【樫谷分科会長代理】  ただ今から政策評価・独立行政法人評価委員会独立行政法人評

価分科会を開会いたします。 

 審議に入ります前に、事務局に異動がございましたので御紹介をお願いしたいと思いま

す。 

【白岩評価監視官】  年度の変わり目ということで恒例の人事異動が役所でございまし

て、上下いろいろ替わっておりますが、取りあえずこのメインテーブルにいつも着かせて

いただいております調査官クラスの異動を御紹介させていただきたいと思います。 

 まず、独立行政法人第一担当で調査官をしておりました岩田調査官は、総務省の中国四

国管区行政評価局第二部長に転出いたしまして、その後任にこれまで独立行政法人第２担

当の調査官をしておりました細川が就任いたしました。 

【細川調査官】  細川でございます。独立行政法人の第１ワーキング、第２ワーキング

の担当になりました。引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。 

【白岩評価監視官】  引き続きまして細川の後任でございますが、調査官を二人にいた

しました。後任者をそれぞれ御紹介いたしますと、まず、高橋調査官。 

【高橋調査官】  高橋でございます。どうぞよろしくお願いいたします。第３ワーキン

グ・グループを担当させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

【白岩評価監視官】  平野調査官でございます。 

【平野調査官】  平野です。第４ワーキング、第５ワーキングを担当することになって

おります。よろしくお願いします。 

【白岩評価監視官】  補佐以下の自己紹介については、各ワーキングでやらせていただ

きたいと存じます。 

 以上でございます。 

【樫谷分科会長代理】  ありがとうございました。 

 それでは、審議に入ります。本日は今年度の見直し対象となっております、国立大学法

人及び大学共同利用機関法人につきまして、文部科学省より見直し当初案に関するヒアリ

ングを行います。その後、主要な事務及び事業の改廃に関する勧告の方向性（案）につい

ての御審議をお願いいたします。 

 それでは、国立大学法人及び大学共同利用機関法人の見直し当初案についてヒアリング

を行います。本日は文部科学省より、国立大学法人を担当されております永山国立大学法
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人支援課長と、大学共同利用機関法人を担当されております勝野学術機関課長にお越しい

ただきました。最初に、見直し当初案につきまして文部科学省から御説明をいただき、そ

の後、質疑応答を行いたいと思います。 

 それでは、全体の時間の関係もございますので、国立大学法人、大学共同利用機関法人、

合わせて20分程度で御説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

【永山国立大学法人支援課長】  おはようございます。文部科学省の永山でございます。 

 私から全般のお話と国立大学法人についての御説明、後ほど、大学共同利用機関法人に

つきまして学術機関課長から御説明申し上げます。 

 資料は、お手元、右肩に資料１と書いてございます横長と、資料２－１、２－２でござ

います。まず、資料１を御覧いただければと思います。これは、確認の意味を含めて、制

度がどうなっているかという資料でございます。御案内のとおり国立大学法人につきまし

ても基本的には独立行政法人と同様の仕組みがございます。中期目標期間終了時に主務大

臣、文科大臣は組織・業務全般にわたる検討を行って所要の措置を講ずるとなってござい

ますが、その際に、法律を御覧いただきますと、国立大学法人法第35条において準用する

独立行政法人通則法第35条２項で国立大学法人評価委員会の意見を聴く、あるいは当政独

委の勧告という規定もございます。 

 なお、これも御参考ですけれども、その下に附帯決議とございます。御案内のとおり、

平成15年に国立大学法人法が成立いたしました際には、大変激しい議論が国会でございま

して、衆議院で10項目、参議院で23項目の附帯決議がなされてございますが、そのうちこ

の見直しに絡むものにつきまして抜粋をしてございます。主に、大学の自主性・自律性を

尊重する視点から十分配慮する趣旨でございます。 

 次の２ページは、これまでの検討状況でございます。この制度上は文科大臣が評価と関

係なしに直接こういった所要の措置を講ずるとなってございますけれども、いずれにせよ、

評価委員会の意見も聴くというプロセスもございます。そういったことも勘案しまして、

昨年の10月の国立大学法人評価委員会の総会におきまして、この見直しについて、評価委

員会でも議論してはどうかということで、その後ワーキング・グループを評価委員会の中

にお作りいただき、３回の議論を経て、この１月末に見直しの視点という文書を取りまと

めていただきました。今日は資料にはつけてございませんけれども、１月末に視点を取り

まとめいただいて、２月の初めに私どもから各法人には通知をいたしてございます。 

 その視点の内容ですけれども、その下にございますとおり、大きくは三つ、基本的な方
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向性、組織の見直しに関する視点、業務全般について、この三つに分けて様々な御指摘を

いただいてございます。 

 下の二つの○ですが、現在、各法人においては、組織・業務全般の見直し内容を検討中

ということで、これは私どももそうですが、各法人においても目標・計画の検討を昨年来

行っておりまして、そういった中で、おそらくこの見直しの視点も検討の項目に入れてい

ただいておる。私どもでも、文科大臣の所要の措置を示すに当たって検討している。それ

について、今日、御説明をこれから申し上げますが、そういった状況でございます。 

 その後のことにつきまして、３ページにスケジュール表がございますので、こちらのほ

うが一覧できるかと思います。左側にそれぞれの検討の主体が四つ書いてございます。先

ほど、１月末に見直しの視点を取りまとめていただいたと申し上げましたが、これは評価

委員会のところで「見直しの視点」というのが１月にございます。私どもそれを受けて、

ここには入っておりませんが、２月に各法人に通知いたしてございます。現在４月ですが、

見直しの原案を作成して、今日、資料にお付けしております。それから、当委員会で原案

の御審議をいただくと伺っておりますが、その後、国立大学法人評価委員会で５月に見直

し原案について御審議をいただいて、５月末ないし６月を目途に各法人に内容を提示する。

各法人はそれも受けて、目標・計画を御検討いただいて、６月末に素案を提出いただく。

７月以降、評価委員会でその素案を審議して、年明けに改めて法人から原案を出していだ

だく。その後は目標を、改めて文科大臣から提示をして、中期計画の認可という流れで現

在考えているところでございます。 

 続きまして、資料２－１、「国立大学法人の組織及び業務全般の見直しについて（案）」

でございます。これが先ほど申し上げました１月末の法人評価委員会で御議論いただいた

視点を踏まえて、現時点で私どもが整理をしているものでございます。 

 １枚おめくりいただきまして２ページ以降ですが、大きくは四つの部分に分かれてござ

います。１番目が「国立大学法人の現状」ということで、まず１で国立大学の使命。最初

のパラグラフで、国立大学は従来、人材養成の中核を担ってきた、あるいは、均衡のとれ

た配置により地域の教育、文化、産業の基盤を支えて、学生の進学機会の提供など、重要

な役割を果たしてきていた。こういった御指摘をいただいてございます。 

 それから最後のところですけれども、今後、法人化によっても、このような国立大学の

使命は変わるものではなくて、メリットを生かした機能の充実が期待されているといたし

てございます。 
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 ２は、法人化後の取組について、若干の記載がございます。 

 めくっていただきまして３ページです。ここからが組織及び業務全般の見直しについて

でございます。最初に第２ということで、１、見直しの考え方とございます。今回の見直

しに当たっては、憲法で保障されている学問の自由や大学の自治の理念を踏まえ、国立大

学の教育研究の特性への配慮、これは法人法の３条にも書いてございますが、そういった

ものですとか、大学の自主的・自律的な運営の確保の必要がある等の観点に十分留意する

必要があるとしてございます。 

 それから、２の基本的な方向性ですけれども、二つ目のパラグラフで個々の国立大学法

人を見ると、規模、特性、状況等が千差万別であって、国民が各法人に期待する役割等も

同じではないことから、第２期の目標期間は、大学の機能別分化を進めるために各法人の

目指す方向性が明らかになるよう、各法人の特性を踏まえた一層の個性化が明確となる目

標・計画とすることが必要であるといたしております。 

 １枚めくっていただきまして、具体的な指摘内容ですが、まず組織につきまして幾つか

指摘をいたしてございます。最初に大学院の博士課程の組織の見直しですけれども、大学

院の博士課程、ドクターコースについては、法人のミッションに照らした役割とか、機能

別分化の促進といった観点、定員の充足状況、あるいはここに書いてございませんけれど

も、就職状況も勘案して、教育の質の確保が重要といった観点から、入学定員や組織の見

直しが必要ではないかと指摘をいたしております。 

 法科大学院につきましても同様に、入学定員や組織の見直しが必要ではないかという指

摘をいたしております。そのほか、教員養成系学部、その他の学部・研究科についても、

諸般の状況を踏まえて、必要に応じ、入学定員や組織を見直すよう努めるとしてございま

す。 

 それから、附置研究所についても同様に研究体制等を見直すよう努めると指摘をいたし

ております。 

 めくっていただきまして、２が業務全般につきましてですが、（１）が大学の教育研究の

質の向上という視点から８項目です。時間の関係もございますので、一つ一つの説明は割

愛させていただきますけれども、様々指摘をされておりますことを中心に８項目を指摘し

ております。 

 ６ページは、業務運営の改善、効率化、財務内容の改善、その他ということで、法人の

ガバナンスの充実をはじめとして５項目、中身についての説明は省略いたしますが、指摘
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をいたしております。 

 ７ページ、最後ですけれども、各大学法人向けではなくて制度改正ということで、むし

ろ私どもも含めてということですが、まず、運営費交付金の配分ルールについて見直すべ

きではないか、若干具体的に記載してございます。それから、最後に見直し内容の目標・

計画への反映をきちんと国としても確保すべきであるという指摘をしてございます。 

 以上の内容のものをこれから当委員会、あるいは国立大学法人評価委員会での御議論を

踏まえて、最終的に法人に示したいと考えているところでございます。私からはとりあえ

ず以上でございます。 

【勝野学術機関課長】  続きまして、資料２－２を御説明申し上げます。学術機関課長

の勝野でございます。 

 「大学共同利用機関法人の組織及び業務全般の見直しについて（案）」でございます。大

学共同利用機関法人は、２ページの冒頭にもございますように、いわば全国の大学の研究

者の共同利用の研究所という位置付けでございます。個別の大学では整備が困難な大型の

研究装置とか、あるいは大規模な学術資料データを一元的に集中整備して、それを全国の

大学の研究者に供し、また、共同研究を展開するということで、昭和46年に高エネルギー

物理学研究所が最初の大学共同利用機関としてできまして、既に40年近い活動を続けてき

ております。この中で昨年のノーベル賞受賞にもございました小林・益川理論という形で、

世界をリードするような研究成果を挙げておりまして、我が国の学術の発展に大きな役割

を果たしてきたと考えております。 

 大学共同利用機関につきましては平成16年の法人化の際に、それまでの16の大学共同利

用機関を４つの大学共同利用機関法人として再編して法人化したという経緯がございます。

法人化とともに再編したということで、当時非常に大きな改革が行われたわけですけれど

も、こういった法人化、機構化のメリットを生かして、現在取組が進んでいるところでご

ざいます。 

 ２ページにこれまでの取組等をまとめております。業務運営面、研究面においても成果

が出てきていると考えております。 

 ３ページに見直しの基本的な方向性をまとめておりますが、１の見直しの考え方は、基

本的に国立大学法人と同様でございます。 

 ２の基本的な方向性でございますが、設立の経緯を踏まえて４機構化したということも

ございまして、第１期において一定の成果を上げてきているわけでございますけれども、
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法人としての一体的な運営を引き続き推進することが必要であるとの指摘をしております。

具体的にはその下の段落ですが、各大学共同利用機関間の連携をとりながらも法人として

の一体的な運営を行う体制を強化すること。そのために法人運営に関する機構の法人の長

であります機構長のビジョンを明確にし、そのビジョンのもとに一元的な運営を行ってい

く体制の強化を強く求めているところでございます。 

 ４ページ以下では、具体的な組織及び業務の見直しについてまとめられております。ま

ず、１番目の組織の見直しですが、大学共同利用機関の中核的な使命でございます、新し

い学問領域を創成することですとか、全国の研究者のための共同利用、共同研究といった

機能の向上を図る観点から、法人化のメリットをいかして法人の組織の在り方についての

検討を求めております。 

 また、機構を構成しております各大学共同利用機関につきましても、共同利用・共同研

究機能という中核的なミッションの向上を図る観点からの組織等の見直しを、検討を求め

ているところでございます。 

 ２番の教育研究、運営等の業務全般の見直しでございますが、特に、研究機関であると

いう性格を踏まえて、研究環境の向上、研究者の流動性を一層高めること、創造的な研究

機関を整備すること、こういった面での様々な指摘を求めているところでございます。 

 ５ページの冒頭に全国の大学研究者の共同の研究所であるという共同利用機関の性格を

踏まえまして、特に、国公私立大学、あるいは内外の研究機関との連携の一層の推進とか、

④大学における研究を一層支援していく機能の強化・充実も求めているところでございま

す。 

 そのほか、（２）の業務運営の改善、財務内容の改善、６ページの４番、「制度改正等の

措置」につきましては、基本的に、国立大学法人と同様でございますので、説明は省略さ

せていただきます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

【樫谷分科会長代理】  ありがとうございました。 

 それでは、ただいま御説明いただきました、国立大学法人及び大学共同利用機関法人の

見直しの当初案につきまして、御質問などございましたらどなたからでも御発言いただき

たいと思いますが、いかがでしょうか。 

 縣委員、どうぞ。 

【縣臨時委員】  三つ伺います。 
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 国立大学法人のほうだけ伺います。まず、国立大学の使命において研究をどのように位

置付けて考えていくのかということが非常に気になりまして、全体のトーンとしては何と

なく国立大学法人は教育機能に重点が置かれている印象を受けています。この点はどうと

らえておられるか。そして、研究機能を国立大学法人相互の中でもどのように重点化する

のか、均等化するのか、その点についてどうお考えかということが第一点です。 

 あと二つは細かくなりますが、博士課程の見直しはどういう方向で見直されるのか、つ

まり、かつての方針でポスドクを増やしていくことを立てていたわけですが、今それがい

ろいろな問題を投げかけていると思います。日本において博士学位を持っている人をどの

ように位置付けて、どういう役割を期待するから今後の博士課程をどのように組織するの

かという方針をどう考えておるのかが第二点です。 

 第三点は法科大学院ですが、これは数年前に、司法試験との関連で作っていったわけで

すけれども、当初の予想された合格率が様々な要因で大幅に小さくなっている。そうする

と、日本における法曹人の社会的位置付けをどう考えた上で、法科大学院をどう見直すお

つもりなのか、それをどう考えたらいいのか、以上三点をお教えいただきたいと思います。 

【永山国立大学法人支援課長】  まず最初の、教育に比重がかかり過ぎといいますか、

研究のほうが軽いのではないかという御指摘でしたが、私ども、これを作成しましたとき

には、特段そういった意識は全くなくて、中の記述も教育、研究と並べて書いているとこ

ろが多いかと思います。 

 ただ、資料２－１の４ページの組織の見直しを御覧いただきますと、ドクターコースと

か法科大学院などの教育組織が中心になっています。（５）では研究所も出てきております

が、５ページの業務全般の見直しでは、教育・研究と並べて書いてございますし、④でも

教育研究資源ということで、決して研究軽視ということではないと思います。 

 ただ、一般によく言われてございます、国立大学法人に限らないかもしれませんけれど

も、研究偏重の弊害といいますか、むしろ、教育の質の向上が現在、大きなテーマになっ

ていますので、教育についてきちんと質を担保してほしいということは、これに限らず、

私どもとしてはお願いしていきたいと思っております。 

 御指摘のありました研究の均等化という意味は、御趣旨としては……。 

【縣臨時委員】  国立大学法人全体に、例えば同じように教育と研究の比重を置く考え

方でいくのか、あるいは、国立大学法人の間で、どちらかというと教育に重点があるとか、

研究に重点があるとかという考え方はあり得るのかということです。 
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【永山国立大学法人支援課長】  これにつきましては、先ほども説明で少し触れました

けれども、３ページの２の基本的な方向性の中で、機能別分化という言葉を使ってござい

ます。この言葉自体は、平成17年の「我が国の高等教育の将来像」という中教審の答申が

ございまして、答申の中で大学全体に求められる機能を七つぐらいの例示をした上で、そ

れは個々の大学すべてに求められるものではないだろう、自主的な判断が前提になります

が、おそらく大学はそういった機能の中でどこを強くしていくのかを自ら選んで、国公私

を含めてですが、緩やかに機能別に分化していくのだろうという御指摘がありまして、私

どもの施策もそれに沿ったものになってございます。 

 ですから、この中でも機能別分化という言葉を使ってございますし、その他の様々な文

科省の施策の取組の中でもこういったものを進めていって、国立86、国公私含めて七百数

十ありますが、すべて同じような機能を持つという方向性で進むということではございま

せん。結果的に、国立大学の中だけとりましても、研究重視と言うと、若干語弊がありま

すけれども、そういった大学とか、地域貢献、中堅人材の養成、こういった大学ができて

くるのだろう。そういった趣旨を、今回、第２期の中期目標・計画においてはもっと鮮明

にしてほしいというお願いをしているところでございます。 

 二点目の御質問でドクターのお話がございました。この見直しの視点は、個々の大学に

対するものではなくて全般に対して出すということですので、あまり踏み込んだ、具体的

な指摘はしてございません。さらりと４ページの１の（１）に法人のミッションに照らし

た云々とございますが、これは、先ほどの機能別分化とのかかわり合いもございます。私

どもが想定しておりますのは、86のすべての国立大学がドクターを強化することは現実的

ではないだろう。むしろ、特定のグループについてはドクターの機能を重視するところも

あっていいし、逆もあってもいいだろうということを前提としています。 

 ただ、御指摘のとおり、平成３年に大学院の量的規模について答申もありまして、倍増

すると。これは平成12年に達成がされて、その後横ばいになっているんですが、巷で昨今

問題になっております高学歴だけれども職に就けないドクターの卒業生をどうするかとい

う問題もございます。 

 現実問題、旧帝国大学を中心として、大学院重点化ということで定員を増やした大学に

ついては、未充足、定員を満たしていない大学がありまして、そういったところの定員の

見直しは必要だけれども、単に減らすということではなくて、中長期的には我が国の国力、

国際競争力も考えれば、ドクターの人材の需要、必要性はあるわけですから、短期的には
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定員未充足の問題はありますけれども、中長期的に見れば、大学ごとにドクターを重視す

る大学とそうではない大学に分化していくことを想定して、これからいろいろとお話をし

ていきたいと思っております。 

 最後の法科大学院の話でございますが、これはもう少し事態が切迫をしておりまして、

中央教育審議会でも昨年来御議論いただきまして、司法制度改革の中でああいう形でスタ

ートしたけれども、当初７割という司法試験の合格率を目指したわけですが、現在、現実

はそうなっていないということから見直しの議論がかなり文科省の枠を超えてございます。

中教審の中でも議論があって、定員の縮減ですとか、あるいは共同でやっていくとかいう

方向性が出ておりますので、法科大学院につきましてはそういう方向性でこれからお願い

していくことになろうかと思います。 

【樫谷分科会長代理】  どうもありがとうございました。 

【縣臨時委員】  ありがとうございました。最初のところだけもう少し伺います。 

 必ずしも研究に重点を置いてないということであるとすれば、そのことが予算配分とか

評価の上での視点に反映させるべきと思います。特に、評価の視点は教育もそうですけれ

ども、研究が必ずしも短期的に成果が出ないということを現在、国立大学法人に適用され

ている目標・計画体系とどう整合性をとっていくかが制度的な課題だと思いますので、そ

こを工夫する必要があると思います。 

 中教審が七つの視点を出している点についてもちろん存じていますが、ワーキング・グ

ループの中で具体的な事例を見ますと、各大学が自主的に選択するがゆえに多くの大学が

類似した目標を立てる傾向があるわけです。ですから、そこで時間がかかることかもしれ

ませんが、仰せのとおり国立大学間にある程度の多様性が出てくる工夫をしていく必要が

ある。ただ、時間がたてばなるということでもないのではないかという気がいたしますが、

いかがでしょうか。 

【樫谷分科会長代理】  どうぞ永山課長、お願いいたします。 

【永山国立大学法人支援課長】  研究面につきまして、中期目標・計画上は先ほど申し

上げたように教育と研究と並んで立っています。教育研究の質の向上といった形ですべて

の法人が作ってきますが、それに対する資源配分の問題も併せて考えないといけないと思

ってございまして、特に、研究につきましては従来から議論のあります競争的資金と基盤

的経費との組み合わせといいますか、バランスです。競争的資金については、科研費をは

じめとする経費を充実していく方向性がもちろんありますし、まさにトップ拠点の育成と
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いう形での充実もあります。 

 一方で、基盤的な経費もきちんと措置をしないといけないということで、運営費交付金

については総額の確保もやっていくわけですが、特に今回、法人評価、４年間の評価が先

般出ましたけれども、その結果に基づいて運営費交付金の配分も一部反映させる方向性も

最後の部分で記述をしてございますので、きちんと目配りをしていきたいと思っておりま

す。 

 二点目の件につきましては、もう一回ちょっと、私、ちょっと取り違えているかもしれ

ませんので……。 

【縣臨時委員】  ひな形と言いますか、例としてすべての大学の機能を七つ、中教審が

出しました。私立大学はそれに従って目標を立てる必要はないわけですが、国立大学は制

度的に頼っている。そのときに、自主的に選ぶと、結局は規模とか、地理的条件とかが違

っているにもかかわらずすべて近似してくることが、先ほど仰せになった最終的な多様化

ということになかなか結び付かないだろうと思います。そうすると、その上でも何かなさ

る必要があるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

【永山国立大学法人支援課長】  目標・計画のレベルで申し上げますと、先ほど附帯決

議も御紹介をしましたけれども、実質的に法人の自主性を尊重する仕組みになってござい

ますのでお願いベースになるわけですが、昨年来私どももいろいろな文書の中で各大学の

ミッションが明らかになるようにとお願いをしてございます。確かにそこのところで国が

レッテルを張ってしまったら簡単ではないかという発想はあるんですけれども、多分そこ

は現実的にはなかなか難しいのかと。むしろ、中教審の答申でもありますけれども、政策

目標、文科省の立場としては将来像を示して誘導策を講じていく、例えば、資金について、

様々な事業の中でそういった経費を創設する。そういった方向で、誘導というと語弊があ

りますけれども、そういう方向で運営費交付金を含めて、これから様々な施策をそちらの

方向に向けてやっていきたいと思っております。 

【樫谷分科会長代理】  よろしいでしょうか。 

 ほかに何か御質問はございますでしょうか。 

 黒田委員、どうぞ。 

【黒田（玲）委員】  今、資料２－１の７ページのところでお話しされたように、評価

の結果を運営費交付金に反映することを考えていらっしゃるということだったんですが、

それはある意味で非常にいいことなんですけれども、評価がきちんとされているかが非常
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に重要になります。最近のを見ていただきますと、例えば、中期目標に満たなかったとい

うことで、非常にそれがマイナスになっている。ところが、30％の目標立てていたんだけ

れども、１.何％満たなかったけれども、ほかよりもはるかに努力をして、圧倒的にいい成

果を上げているにもかかわらず数字が満たしていないということで、目標を達していない

という非常に大きなマイナス点がついているところが旧帝大系の幾つかにあるという話を

聞いていて、こういう評価がいいのだろうかという声が非常に出てきています。ですから、

これは根源的に中期目標を甘く立てれば満たしたことになるではないか。少し高い目標を

掲げたけれども、状況が変わったりしていかないけれども、非常にいい成果を上げている

にもかかわらずだめであることに、非常に大きな不満の声も聞こえております。そういう

ことに対して、単に数値だけで形骸的に行って、運営費交付金に反映するかどうかを考え

て、評価が形骸的になっていないかを見た上で運営費交付金にきちんと反映していただく

努力をしていただきたいと思っているんですが、その辺についてはどのようにお考えでし

ょうか。 

【樫谷分科会長代理】  永山課長。 

【永山国立大学法人支援課長】  法人評価の結果をその次の期の運営費交付金の配分に

反映させること自体は、これは法人化の制度設計の中で既に、法人化の前からある意味既

定路線だったわけなんですが、先般、法人評価結果が発表になりまして、その際に御指摘

のような不満、コメント、意見があることは私どもも十分承知をしてございまして、確か

に制度設計上法人評価は、一つは、中期目標をどれだけ達成したか。ですから相対評価で

はなくて個々の法人ごとの評価になりますから、非常にハードルの高い目標・計画をつく

ったところについてたまたま満たさない項目があれば低くなる構造にあるのは御指摘のと

おりでございます。 

 さはさりながら、実質的に自ら目標をつくって計画を立ててやったわけだから、それを

達成できなかったことについて、評価結果として不十分ということになったところが、そ

うでないところと比べて全く差がつかないことでも若干支障があると。しかしながら、ど

の程度の金額をどのような考え方で反映させるかについては、十分慎重にこれから考えて

いきたいと思っております。 

【樫谷分科会長代理】  黒田委員、よろしいですか。ほかに何かございますか。いかが

でしょうか。 

 岡本委員、何かございますか。よろしいですか。 
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 森泉委員、どうぞ。 

【森泉委員】  二点ほどお聞きしたいのです。先ほどの縣委員の御質問と関連するかも

しれませんが、今回の特徴は、メリハリを付けて競争させるイメージとしてとらえており

ます。機能別分化をさせて切磋琢磨ということが書かれておるわけですが、切磋琢磨とい

うのを競争すると理解しますと、競争するということは何か一つのメジャーがありまして、

そこに対して一生懸命切磋琢磨するというイメージがあります。例えば、価格を一生懸命

下げるように競争するとか。 

 しかしながら、今回の機能別分化を促す競争ということなのですが、一つの懸念は、中

期目標の間に機能別分化が起こるかどうかということです。長期的なお話ということで、

各法人の自主性に任せて機能別分化をさせるという仕組みが、どのように制度設計として

埋め込まれているのかをまずお聞きしたい。それが運営費交付金の配分になるということ

だとすれば、それは逆転しているというか、同時というか、どちらが先でどちらが後と、

なかなか決めにくいと理解しております。 

 運営費交付金を、切磋琢磨して得られた成果が反映されるように配分するというところ

で、既に機能別分化をお考えのようですが、同じようなことを目標にして、初めて切磋琢

磨し、良い悪いの評価ができるのですが、機能別分化はベクトルの中身が異なりますので、

その評価あるいは比較は難しいのではないかということが私の懸念です。このように内容

の異なるものをどのように運営費交付金の配分に反映させてメリハリを付けるかをお聞き

したいです。結果として、運営費交付金が第１期のときとほとんど変わらない状況に陥る

という懸念がございます。 

 もう一つは、見直し案のところの６ページに書かれている経営協議会についてお聞きし

ます。経営協議会は今も存在しているわけですが、どうも中身が分からないとよく言われ

ております。経営協議会の運営がよく機能するように、より具体的なお考えをお聞きした

いと思います。 

【樫谷分科会長代理】  永山課長、どうぞ。 

【永山国立大学法人支援課長】  一点目の機能別分化のお話でございますけれども、確

かに運営費交付金の配分のところで若干機能別分化を促進させる仕組みを導入すると記載

をしてございますけれども、御指摘のとおり、現在、機能別分化をしている前提ではもち

ろんないわけです。現在、各国立大学法人の担っている役割、機能、実績の差は、おそら

く実態としてあるのですけれども、それは明示的にそうなっているわけではないのです。
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制度上何か差があるということではなくて、あくまですべての大学が、平等な制度のもと

に置かれているということなんです。 

 実はこの機能別分化の話は、17年の中教審の答申を引き合いに出しましたけれども、引

き続いて現在中教審に諮問がされてございます。これはおそらく国立大学だけでは収束を

しなくて、国公私立大学全体の中で役割分担、機能別分化は考えていくことだろうと思い

ます。 

 例えば、方向性として私どもの施策としては、平成14年あたりから国公私共通での競争

的な資金、例えば、21世紀ＣＯＥですとか、様々なＧＰといった施策を進める形で先ほど

触れました誘導策も講じている。私は個人的には、国立大学の中で運営費交付金による機

能別分化には限界がありまして、もっと国公私を通じて競争的な資金も含めて進めていく

事柄ではないかと思います。 

 中教審の中ではさらにそういった誘導策以上に設置基準とか設置認可ですとか、最終的

にはファンディングの問題も含めてですけれども、そういった制度も含めて考えていくべ

きではないかという議論が今始まってございまして、そういった議論の結論は出ておりま

せんけれども、それらも踏まえて、これからいろいろ考えていきたいと思ってございます。 

 ですから、２期において、確かに明らかに機能別分化をしました、１期と違うやり方で

ファンディングもしますという形はすぐには難しいと思っていますが、方向性としては先

ほど来申し上げている方向でこれから取り組んでいきたいと思っています。 

 経営協議会ですけれども、資料２－１の６ページではさらりと（２）①「法人のガバナ

ンスの充実」という中で、経営協議会の運用の工夫改善とございますが、これも御案内か

と思いますけれども、経営協議会自体は、法人法と同時に導入いたしまして、学外者が半

数以上という構成でスタートして、そこでの御議論は法人の運営にも反映をされていると

いう実績も、毎年度の年度評価の結果で各法人から上がってきております。こういった御

指摘があってきちんと改革をした事例はたくさんあるわけですが、一方で形骸化している

という御指摘もあるわけです。 

 例えば、回数が年に４回ぐらいなんです。４回ぐらいだとなかなか十分な議論ができな

い、実情がわからないとか、あるいは、どういった議論をしているかがなかなか外に見え

にくいという話もございます。法律上、経営協議会で審議をしないといけない事項が非常

に多岐にわたっておりまして、これは義務としてやらないといけないわけですが、そこに

時間がとられて自由な議論がなかなかできないという御指摘もあります。ほとんどの法人
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は、経営協議会とは別に懇談会の形での自由な議論をしていただいて、それを参考にする

やり方もとっていますけれども、具体的にこうしたらというところは、私が申し上げたよ

うなところはヒントになろうかと思いますけれども、今後、各法人とそこは十分に話し合

いをしていって、この指摘自体ではそこまで具体的には書いてございませんけれども、実

質化といいますか、充実に向けてこれからいろいろと相談していきたい、お願いしていき

たいと思っております。 

【樫谷分科会長代理】  はい、森泉委員。 

【森泉委員】  すみません、一言。 

 運営費交付金との関連なのですが、今回の中期計画の中で機能別分化が必ずしも明確に

なるかどうか分からないとおっしゃってたわけですが、そうしますと、運営費交付金の算

定ルールにも懸念を抱きます。なかなか結果が出るのが難しい場合には、この算定ルール

の決め方、あるいは運営費交付金の配分も難しいのではないかと懸念しております。 

 もう一つ、経営協議会に関しては積極的に何らかの形で公表する必要があると思うので

すが、その辺はどうお考えでしょうか。 

【樫谷分科会長代理】  どうぞ、永山課長。 

【永山国立大学法人支援課長】  繰り返しですけれども、算定ルールも、現在機能別分

化をしているという前提ではなくて、むしろ機能別分化を誘導、促進させるということで、

各大学の判断はもちろんあるわけですけれども、自分の大学はこういうところを強くして

いきたい、おそらく中期目標・計画に何らか出てくるわけですから、それに従ったような

援助、交付金による支援を考えていきたいと思ってございます。なかなか十分に、すぐに

成果が出るかどうかがあれですけれども、将来的なものも含めてそういう形のルールがで

きればと思っています。 

 経営協議会の審議内容の公表ですけれども、実態上、はっきり言ってばらつきがござい

まして、全く公表していないところから、議事の概要を公表しているところから様々ある

わけですが、おそらく一律に全部公表となると、大学の御判断なり、経営協議会の位置付

けも若干ばらつきがあって問題があろうかと思うんですけれども、方向性として内容につ

いては公表とするということと思っております。 

【樫谷分科会長代理】  よろしいですか。ほかに何かございますか。 

 黒川委員、どうぞ。 

【黒川臨時委員】  慶應大学の黒川です。私、ＣＯＥのメンバーでしたし、今でも科研



 -16-

費をもらったり、主査とかもさせてもらったりしていますので、利害があるといけないと

思ってこのワーキングに入っていないので、もしかすると筋違いの御質問をするかもしれ

ないのですけれども、許していただきたいと思います。二つございます。 

 一つは、博士課程の問題ですけれども、特に、理系の博士課程の問題を念頭に置いてお

話しさせていただきたい。この文章の中でインプットというか、大学に入ってくるほうの

定員充足の問題が取り上げられていますけれども、実は重要なのは、もしかするとアウト

プットと言うんでしょうか、卒業した後の博士課程修了者が社会においてどういう貢献す

るのかという議論、あるいはもうちょっと具体的に言うと、研究者、研究機関に勤めるだ

けではなくて、むしろ企業のいろいろな製造業の研究所というところにもどんどん就職し

てほしいと思うんです。 

 私の事例ですけれども、なかなか企業は博士課程を採らない。修士のほうが企業の文化

に早くなじむと言うんでしょうか。博士課程の人を採るとそれなりのポジションも用意し

なければいけないし、個性が非常に強くなっていてなかなか各企業の文化になじまないと

いうので、採用の枠自体もそんなに多くなっていないという社会の全体のニーズを考えて、

この問題も考える必要がある気はするんです。 

 さっと文章だけを見るとインプットの話だけで、要するに大きなニーズという問題から

説き起こしているのかどうか議論があったとは思うんですけれども、教えてほしいという

のが一点です。 

 ２番目は、先ほど出た機能別分化なんですけれども、特に旧帝大、教育大も含めて、地

域性がありますよね。我が国、今現在問題になっているのは、中央集権化、あるいは道州

制も含めて、もう少しすべての社会におけるサブシステム全体を地域という点から、地域

も県じゃなくてもうちょっと大きく踏まえて考える方向だとは思うんです。そこで大学も

そういう、もう少し県よりも大きくしたところで考えると、それぞれの地域にある大学が

その地域の教育、研究の中核を担っていると思うんです。 

 そこで、そういう全体的、長期的な視点で地域というキーワードで大学の機能別分化を

どう議論されているのか、評価の面においても中央の我々だけが見ているのではなくて、

地域から見たら自分のところにある大学はこう貢献しているということは結構あると思う

んです。ですから、評価に当たっても、地域の人たちのニーズに合っているかどうか、あ

るいは、地域の意見がどう反映されるのかということが、私は非常に美しい文章かもしれ

ませんけれども、感じられないので、その辺も議論あったと思いますので、教えていただ
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きたい。その二点でございます。 

【樫谷分科会長代理】  永山課長。 

【永山国立大学法人支援課長】  ワーキングでも様々な議論がありまして、まず一点目

のドクターの話についてもいろいろ御意見がありまして、「組織の見直し」の４ページの１

の（１）のところで機能別分化とか未充足という話もしましたけれども、プラス卒業後の

就職の問題、高学歴ワーキングプアという本も出ておりますけれども、そういったことも

十分勘案すべきという議論はありまして、これはもしかしたらはっきり書いたほうがいい

のかなという気もします。 

 これは単に企業が採用しないから悪いと言っているだけではなくて、大学も企業のニー

ズを十分酌み取って、それに合った、別にその企業の下請けという意味では決してないん

ですけれども、十分ニーズを聞いた上でカリキュラムを作っていく。ドクターについては、

従来研究者養成という様相が強かったんですけれども、近年は高度専門職業人という視点

も入ってきておりますので、幾つかそういった事例も出てきています。具体に、筑波大で

すとか九大とかも、企業と共同してカリキュラムを作っていこうという動きも出ています

ので、そういった動きと相まって、ドクターの需要を喚起していく、最終的にそういうの

も踏まえて入学定員の適正な規模も考えていくという方向かと思います。 

 そこらあたりは文章も修正したほうがいいとお伺いしていて思いました。 

 地域性の問題も、私の記憶でも確かに議論がございまして、特に、地方国立大学の役割

という視点がここ一、二年大きくクローズアップされていまして、一昨年あたりも知事会

で運営費交付金の削減反対という決議も出していただいて、その中で地方国立大学がどれ

だけ、県というよりも、今ブロック単位ですけれども、経済、文化の中核になっているの

かという御指摘もありまして、ここの見直しではっきりは書いてないのですけれども、最

初の国立大学の使命のところで地域の教育、文化、産業の基盤を支えるという指摘もあっ

て、そういった役割は今後も引き続きますよということも書いています。 

 大学評価の中でも地域貢献、社会貢献という視点も入ってございますので、目標・計画

にもおそらくそういった記述は、我々としては出てくるのじゃないかと期待をしてござい

ますが、大事な視点だと思っております。 

【樫谷分科会長代理】  ありがとうございました。 

 はい、岡本委員、どうぞ。 

【岡本臨時委員】  私が今申し上げることは、数年前に解決済みの話かもしれませんが、
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いい機会なのであえて申し上げたいと思うんですけれども、気になっていますのは、今日

は御説明は既にあったと思うんですけれども、資料２－１、３ページの「第２ 組織及び

業務全般の見直しの基本的な方向性」の１の見直しの考え方の第２パラの３行目、「中期目

標の実際上の作成主体である法人」と書いてあるんです。これは学問の自由とか大学の自

治とかいろいろあるのは分かっておりますし、いろいろな御議論があったと思うんですけ

れども、こういうものなんですか。 

 大学の先生方がいろいろいらっしゃる中であえて申し上げるのもはばかられるんですけ

れども、中期目標の実際の作成者である法人と文科省が言ってしまったら、何のために主

務省である文部科学省が、独立行政法人とは違うけれども国立大学法人に対して主務省と

しての関係があるかという、一歩引かれたような文言が非常に気になる。 

 結局、一般的にこういうことは申し上げますけれども、個々の法人には言えませんよと

言っておられる気がしてしようがなくて、果たして文部科学省がおっしゃっているいろい

ろ政策が国立大学法人にどうやって下りていくかが気になるんです。国立大学法人法を見

ますと、例えば、30条に中期目標の条文がございますけれども、そこは作成主体は法人と

は書いてないわけです。そこが、私は、独立行政法人と国立大学法人の違いを論議された

ときにいつも気になってしようがないんです。いろいろな政策とか中期計画が終わって評

価の結果を反映するときに、先ほど議論がありましたけれども、甘い目標を第２期の目標

に立てた法人に対して、文科省はどう対応されるのかが、もう少し大学法人に対してやっ

ていくべきという気は私はしているのです。その辺、どのようにお考えになっていらっし

ゃるか、もう少し具体的に。 

 例えば、中期目標で各法人が出してきたのが非常に甘いと文科省も判断され、評価委員

会も言ったときに、じゃあどうされるか、具体的にあれば教えていただきたいし、今お考

えの方でもいいですけれども示していただきたいと思います。 

【永山国立大学法人支援課長】  この中期目標の実際上の作成者という文言は資料１、

附帯決議の中にも使われている文言なんです。附帯決議をそのまま使う必要はないという

御指摘はそのとおりなんですけれども……。 

【岡本臨時委員】  国会における附帯決議の議論があるのは分かっているとしても、あ

えてここを繰り返し繰り返し、こういう表現をなされていくことに対して、もちろんそれ

は重いと思いますけれども、明らかに法律の文言とは違う意味合いにとれるような主体性

が、と思うんです。 
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【永山国立大学法人支援課長】  私どもの趣旨としましては、法律上どういう仕組みに

なっているか、これも御案内のとおりなんですけれども、独法と違いまして、目標を定め

る、大臣が変更をするときには、各法人の意見を聴き、当該意見に配慮するという規定が

ありまして、そういう趣旨を言い換えたものだと理解をしております。ここは独法とちょ

っと違うところかと思っております。 

 これは、そこまで配慮する必要があるかどうかという御意見は確かにあると思うんです

が、先般も国会で非常に厳しい御質問、見直しの視点はどういう法律上の根拠に基づいて

出しているのかという厳しい御質問もありました。附帯決議そのものは法律ではありませ

んけれども、これは全会一致で採択されておりまして、運用を拘束するものだろうと思っ

ておりますが、趣旨としては先ほど申し上げた法律上の仕組みを言い換えたものと理解い

たしてございます。 

【樫谷分科会長代理】  岡本委員、何かありますか。 

【岡本臨時委員】  言いたいことはいっぱいありますけれども。配慮は実際に確かに法

律上の文言で通りますが、配慮するということはもう言われたとおりにしますと。 

【永山国立大学法人支援課長】  そういうことではないです。 

【岡本臨時委員】  ではないですか。 

【永山国立大学法人支援課長】  はい。よろしいですか。 

【樫谷分科会長代理】  どうぞ。永山課長。 

【永山国立大学法人支援課長】  附帯決議の中でも財政上の問題など真にやむを得ない

もの以外は変更すべきじゃないという文言もあって、逆に言うと、変更の余地があること

は当然前提としているわけでして、私どもも今回見直しを出しまして素案が上がってくる

わけですが、目標・計画にどういった形で反映されているかについては、国立大学法人評

価委員会の御意見ももちろん伺いますけれども、最終的に書き直せ、これを書けとまで言

えるかどうかは、おそらく事柄によるんだと思うんです。 

 例えば、人件費改革の話が平成18年に出てきたときには、これはお願いしたわけです。

そこは、じゃあ、文科省が一方的にやったかどうかというと微妙ですけれども、これはす

べて一律にやってもらったということもありますし、一方で、まさに大学法人の根幹であ

ります教育研究の内容といった事柄については、権力的でなく抑制的でないといけないと

思います。いずれにせよ、必ずしも出てきたものをそのままということではないと、私ど

もも考えております。 
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【樫谷分科会長代理】  岡本委員、よろしいですか。 

【岡本臨時委員】  はい。 

【樫谷分科会長代理】  ほかにございますか。 

 私から。今の岡本委員の質問に関係するんですけれども、教育、研究の内容に文句を言

ってはいけないというのはわかるんですが、機能別分化は教育研究の内容そのものなんで

すか。それはどう理解したらよろしいんですか。 

【永山国立大学法人支援課長】  個々の教員に対し、国家との関係において、こういう

研究をしろとか、するなとか。これはまさに学問の自由の根幹だと思うんですが、おっし

ゃった機能別分化の話は、ある程度、これも中身によりけりかもしれません、個々の教育

研究、中に立ち入るということでないもの、組織としてのそういったものもあると思いま

すから、それは文科省としてある程度主張、考えを出せる部分ではないかと思っておりま

す。 

【樫谷分科会長代理】  そうですね。機能別分化は国の大きな方針でもあるわけですよ

ね。これは国大だけじゃなくて私大もそうかもしれませんが、それは別に強く言って問題

があれば指摘をしないといけないんじゃないかと。そうしないと、国大だけじゃなくて私

大、あるいは企業もそうですけれども、自主性に任せておけばなかなか改革はできないと

思うんです。ただ、民間企業の場合は破綻するので、やむを得ずと言ったらおかしいです

けれども、改革をしていくわけですから。 

 国大の場合は、私大でもそういうこともあるかもしれませんけれども、お金が流れてく

る以上、我慢しようと思えばできるわけです。我慢しようと言うとおかしいですけれども、

改革しなくても何とか存立ができてしまうという問題があるので、国大は国のお金が相当

私大よりも流れていることは事実ですから、もう少し強く言うべきではないかと私は感じ

ております。 

 特に、機能別分化をしろということは強いところに重点化しろということでもあるわけ

です。いい研究を更に進めなさいと。ところが、そうでないところはほかのところに任せ

なさいという意味だと思いますので、必ずしも教育研究に文句を言っていくと言うんです

か、口を出していくことにはならないという気はするんですけれども、それは間違いなん

でしょうか。 

【永山国立大学法人支援課長】  その言い方も若干、中身もあろうかと思うのですが、

この研究はおたくではやめなさいという言い方はおそらくできないと思うんですが、その
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組織として、法人として、どういったところに力点を置いていくかを鮮明にしていただき

たいとは言えると思います。 

【樫谷分科会長代理】  岡本委員、どうぞ。 

【岡本臨時委員】  それに関係するんですが、もう一つ気になる点があって、資料２－

１の７ページの一番最後に書いてある、先ほど議論にもなりましたけれども、見直し内容

の中期目標・計画への反映の確保というところの３行目です。「財政上の理由など真にやむ

を得ない場合」と書いてあるんですけれども、これがおっしゃっている意味は、あくまで

も財政は例示なんです。真にやむを得ないという判断は誰がなさるんですか。これは主語

がないですけれども、所要の措置を講じるからおそらく文科大臣、あるいは文科省ですよ

ね。 

【永山国立大学法人支援課長】  文科大臣です。 

【岡本臨時委員】  真にやむを得ないという判断は自らやられるということですか。 

【永山国立大学法人支援課長】  そうですね。国立大学法人の意見、あるいは法人評価

委員会の意見ももちろんありますけれども、最終的に判断するのは文科大臣だと思います。 

【岡本臨時委員】  何を言いたいかといいますと、言葉を平たく言ってしまうと、要す

るに、全体のトーンが何かおっかなびっくりなところがあって、これ、国立大学法人に対

してものがなかなか言いづらいと。だけれども、真にやむを得ないと文科大臣が判断した

らやりますよと言っているのか、いや、難しいですと、だから、あまり所要の措置なんか

講じられませんと言っておられるのか。本来あるべきは財政上の理由も一つあるでしょう。

そうじゃない理由もいろいろあって、文科省としての大学政策とか文教政策に絡む観点か

らやらないといけないことはやるんだということを言っておられればいいんだと思うんで

すけれども、そのあたりはうまく、この言葉になって、どうでもとれるように思えてしよ

うがないし、そのあたりどうなるんですか。 

【永山国立大学法人支援課長】  これはおしかりを受けるかもしれませんけれども、資

料１の附帯決議の③があります。先ほど、実際上の作成主体が法人であるというのも附帯

決議の文言ですと申し上げましたが、財政上云々というのも最後の部分にございます。若

干、役人的な発想で大変恐縮ではあるんですけれども、目標・計画については様々な御議

論があって、附帯決議を遵守ということも様々な機会で私どもとしても言われております。

実際の運用はこれはケース・バイ・ケースでもちろん考えていかないといけない場合があ

るわけですけれども、文言上はここに合わせているというところでございます。 
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【樫谷分科会長代理】  どうぞ、縣臨時委員。 

【縣臨時委員】  今のところに関連すると思いますが、結局、中長期的に日本の私立大

学を含めて研究、教育をどうするかという方針について、例えば、明示的によって立つと

ころは中教審の考え方であるとか、政策としては競争的資金の配分であったり、運営費交

付金の配分ということですが、そこに一定の方向性が私には見られないわけです。すべて

が中立的に設定されているもので、時々の判断の集積で方向が決まってくる感じがするわ

けです。 

 例えば、今、真にやむを得ないということを判断する根拠として、ある程度の政策方針

がどこかの段階で示されていて、それと考えるとやむを得ず変更するとか、つまりこうい

う文言によって立って、かつ行動できる根拠をどこかに置いておかないといけないと思い

ます。それがおそらく、私には現状あまりよく分からないので、制度的に存在すればいい

んですが、そういうものが結局求められている気がするんですが。 

【樫谷分科会長代理】  どうぞ。 

【永山国立大学法人支援課長】  御指摘の趣旨は本当によく理解します。おそらく高等

教育、大学政策全般についての基本方針が必要ということで、中教審でも将来像答申とか、

あるいは現在議論されているいろいろな事柄があるんですけれども、目標・計画まで下り

てくると、そういった大方針があるけれども、それに照らしてじゃあ白か黒かというとこ

ろまで判断はなかなかつかないと思うんです。 

 先ほども言いましたけれども、ケース・バイ・ケースで、そこは大学法人、あるいは法

人評価委員会とも十分議論した上で個々に見直し、あるいは変更をする、しないという判

断はせざるを得ない。最終判断を決定するという意味ではもちろん文科大臣ですけれども、

明確な基準、明らかに白か黒かということではなかなか難しいと思っています。 

【縣臨時委員】  ですから、それをある程度、何かの仕組みとして作っていかなければ

ならないのではないかと申し上げているんです。印象としては非常にいろいろな偶発的な

決定の集積でしかなく、それでもいいのかもしれませんが、しかし、何かもっと日本が地

球全体で何とかするとかいう視点から考えたものがあってもいいと思いますし、そのもの

が私には、どこかで設定されているという印象はないので、そうしたものからすべてブレ

ークダウンしていけばいい気もするのですが。難しいことはよく分かります。 

【樫谷分科会長代理】  どうぞ。永山課長、何かありましたら。 

【永山国立大学法人支援課長】  またちょっと考えてみたいと思いますけれども、すぐ
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には答えられそうもございません。 

【樫谷分科会長代理】  もう、時間が大幅に超過しておるのですが、せっかく勝野課長

にも来ていただいているので、何か質問ございますでしょうか。大学共同利用機関につい

て。 

 私からよろしいですか。一体的運営を書いていただいているんですが、なかなか一体的

運営ができるものとできないものと、従来別々であった機関を統合していますので、外見

的に見て一体的運営が本当にできるのかどうかというところもある気がするんですけれど

も、それについては具体的に一体的運営はどういうことを想定されているのかがまず一つ。 

 あと、これは永山課長のほうかも分かりませんが、附置研究所がありますね。附置研究

所の中で共同利用機関と同じような使い方をするところがあるんですが、こういう機関の

場合は、共同利用機関の場合は、機構長がいらっしゃって、そこのガバナンスの下にやる

わけですが、附置研の場合は学長がいらっしゃるわけです。附置研究所所長がいらっしゃ

るわけですか。それは切り離されているわけですか。つまり、誰のガバナンスの下に附置

研究所の運営をされるのかということです。この二点です。 

【勝野学術機関課長】  まず大学共同利用機関法人の一体的な運営につきましては、大

きく運営面における一体的運営と教育研究面、特に研究面における一体的な活動という二

つがあるかと思いますが、法人化により、４つの機構にそれぞれ本部ができており、従来

それぞれの大学共同利用機関における運営を行っていた管理部の機能をやや縮小して、共

通的なものの運営は機構本部で行うという形で、全体としては業務の効率化を図ってきて

いるのが、まず運営面における一体的な活動の成果かと思います。 

 研究面におきましては、ここは各研究分野の属性等ございますけれども、例えば、新し

い学問領域を創成する観点から、機構本部に連携融合のためのセンターを置き、そこに機

構長の裁量経費で資源配分を行うという予算措置を伴う形での活動を通じて、従来機構を

構成する前であればなかなかできなかった分野間の連携、融合も進んできていると考えて

おりまして、こういった方向をさらに進めていくのが第２期に向けての課題かと思ってお

ります。 

 もう一つ、国立大学の附置研でございますが、附置研の中でも大学に附置される一般の

研究所と、全国共同利用型の附置研がございまして、特に、全国共同利用型の附置研につ

きましては、大学に附置されるという意味では大学の一つの部局ではございますけれども、

一方、活動面においては全国の研究者に開かれた共同利用・共同研究を行う観点から、附
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置研の中に運営会議を設けまして、具体的な研究面での活動については、できるだけ外の

コミュニティーの声を反映した運営を行っており、そういう意味では大学における附置研

という要請と、全国のコミュニティーに開かれた研究面における要請をどのようにバラン

スを図っていくのかが、法人化以降の一つの課題と考えております。 

【樫谷分科会長代理】  ありがとうございました。 

 それでは、時間が大幅に超過しておりますので、この辺でいったん議論を打ち切らせて

いただきたいと思います。本日御説明いただきました皆様方におかれましては、御多用中、

御協力いただきまして、大変ありがとうございました。当分科会といたしましては、本日

の議論なども踏まえつつ、今後主要な事務・事業の見直しに関する審議を深めてまいりた

いと思いますので、引き続き御協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

 また、本日は時間の関係で十分な御質問等ができなかった委員がおられるかもしれませ

ん。その場合は、後日、事務局を通じて照会させていただくことがありますので、その際

には御対応方、何とぞよろしくお願いしたいと思います。 

 文部科学省の皆様は御退席いただいて結構でございます。どうもありがとうございまし

た。 

【勝野学術機関課長】  ありがとうございました。 

（文部科学省退席） 

【樫谷分科会長代理】  続きまして、これまでの国立大学法人等評価ワーキング・グル

ープにおける議論を踏まえた、主要な事務及び事業の改廃に関する勧告の方向性（案）に

ついての御審議をお願いいたします。 

 まず、これまでの検討状況等について、事務局に説明させます。 

 では、よろしくお願いします。 

【菅原評価監視官】  まず御説明の前に、たった今文科省からの見直しの当初案をヒア

リングしていただいたところですけれども、すぐに勧告の方向性（案）についての御審議

いただくことになっておりまして、事務局としても大変心苦しいところでございますけれ

ども、何分にもスケジュールが非常にタイトとなっておりますので、その点につきまして

は御容赦をいただきたいと存じます。 

 スケジュールでございますけれども、先ほど文科省からも５月末か６月頭に大臣決定を

して、各法人に示したいというお話がございました。また、文科大臣が見直し案を決定す

る際には、国立大学法人評価委員会の意見を聴かなければならないことになっております
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けれども、この評価委員会も５月中に開催されるとのことでした。したがいまして、次回

の分科会、委員会につきましては、５月21日の午前中に開催いたしまして、勧告の方向性

の御決定をいただきたいと事務局としては考えております。 

 そこから逆算をいたしまして、本日の分科会での御議論を踏まえまして、来週に国立大

学法人等評価ワーキング・グループを開催いたしまして、文科省への打ち出し案を取りま

とめていただいて、文科省と調整に入りたいと事務局としては考えているところでござい

ます。 

 国立大学法人等評価ワーキングにおける検討状況でございますけれども、国立大学法人

等評価ワーキングは平成19年の４月に設置をいたしておりまして、それ以来、これまで２

年間で19回ワーキングを開催していただきまして、国立大学改革の取組状況でありますと

か、大学の附属施設、病院、学校、附置研などでございますけれども、その在り方などに

ついていろいろ御議論をいただいたところでございます。 

 特に、昨年の12月以降はワーキングを５回開催しておりまして、先ほどの文科省の説明

にもございましたけれども、国大法人評価委員会の見直しに関する視点についてのヒアリ

ングを含めまして、具体的に勧告の方向性に盛り込むべき事項について議論をしていただ

いたところでございます。 

 これから御説明する（案）の取りまとめに当たりましては、ワーキング・グループとし

ては基本的な考え方としまして、国立大学法人の特殊性との関係ということでございます

けれども、先ほどからいろいろお話が出ておりますけれども、国大法人法の規定、教育研

究に配慮しなければならないといったものでございますが、それから、附帯決議、政独委

関係では、政独委は各大学の具体的な組織の改廃、個々の教育研究活動については言及し

ないという附帯決議がございますので、これらの趣旨を踏まえまして、教育研究の内容に

関する事項、あるいは組織の改廃に関する事項については指摘をしないということが第一

点。二点目としまして、文科大臣の見直し案との関係で申し上げますと、文科大臣の見直

し案で言及されていないもの、あるいは言い尽くされていないものを指摘する、といった

考え方で意見を集約していただいたと思っております。 

 それでは、内容について御説明をさせていただきます。内容につきましては、大きく分

けて二点、「第１ 国立大学改革の推進」と「第２ その他の業務全般に関する見直し」に

分かれてございます。 

 まず「第１ 国立大学改革の推進」についてですけれども、ここの部分は国立大学の法
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人化の際に、それまでの国立大学を単に法人化するのではなくて、法人化を契機として国

立大学がどのように変わるのか、どのような大学を目指すのかといった観点から、当時、

国立大学のメンバーも入りました調査検討会議において様々な議論が行われておりまして、

その上で国大法人法の制度設計がなされてございます。第１期の中期目標期間を通して、

当初ねらいとしたことが、十分に実現されているのかどうかという視点からアプローチし

たものでございます。 

 内容を読み上げさせていただきます。 

 「第１ 国立大学改革の推進。国立大学及び大学共同利用機関の法人化は、①個性豊か

な大学づくりと国際競争力ある教育研究の展開、②国民への説明責任の重視と競争原理の

導入、③経営責任の明確化による機動的・戦略的な大学運営の実現を基本理念とし、自律

的な環境の下で国立大学をより活性化し、優れた教育や特色ある研究に積極的に取り組む、

より個性豊かな魅力ある国立大学を実現することをねらいとして進められてきた。これら

の国立大学改革の推進状況については、毎年度、文部科学省が取りまとめ、公表しており、

第１期中期目標期間中に各法人において法人化の趣旨に沿った取組がなされているが、な

お改善を要する点が種々あることから、第２期中期目標期間においては、以下の措置を講

ずるものとする。 

 １、国立大学法人の理念・目標の明確化。国立大学法人は、公的支出に支えられる大学

を運営する法人として、その存立の意義を明らかにすることが常に求められている。また、

大学を取り巻く環境は、進学率の向上、18歳人口の減少など、国立大学が法人化した時点

からも変化してきており、大学の国際化・交際競争力の向上、産業構造の変化に対応し得

る人材養成・研究開発などの多様なニーズに応え、それぞれの大学が個性・特色のある教

育研究を展開することが求められている。 

 このような状況を踏まえ、国立大学法人は、中期目標・中期計画において、各法人の理

念や目標をより一層明確にするとともに、目標の達成状況が事後的に検証可能となるよう、

当該目標の実現に向けた具体的な取組内容を明らかにするものとする。」 

 ここの部分は、国立大学は公立あるいは私立とはそもそも異なる役割を求められている

こと、また、同じ国立大学であっても、例えば、総合大学と単科大学、あるいは中央の大

学と地方の大学では目指すべき方向が必ずしも同じではないという問題意識に立っての指

摘でございます。 

 「２、大学共同利用機関法人の一体的運営に向けた取組の明確化。大学共同利用機関法
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人は、16の大学共同利用機関を４つの法人に再編して発足したものであり、各法人が一体

的な運営を図ることにより、新たな学問分野の創出、事務処理体制の効率化などの効果が

期待されている。 

 このような再編の効果を十分に発揮する観点から、大学共同利用機関法人は、中期目標・

中期計画において、教育研究面及び管理運営面における一体的運営に向けた具体的な取組

内容を明らかにするものとする。」 

 この点に関しましては、国立大学評価委員会での暫定的な中期目標期間評価でも機構と

しての一体的、総合的な取組が見えてこないという御指摘もあり、当初ねらっていた再編

の効果を十分に発揮する観点から指摘をいたしてございます。 

 「３、運営費交付金の配分。第２期中期目標期間における運営費交付金について、文部

科学省は、第三者評価に基づき適正な競争原理を導入するとの基本理念に沿って、第１期

中期目標期間における各法人の教育研究面での成果や実績が適切に反映され、重点的な配

分ができるような仕組みとするものとする。 

 また、第２期中期目標期間における取組に対して配分される運営費交付金について、文

部科学省は、配分の前提となった取組が計画どおり実施されているか検証するものとす

る。」 

 ここの前段部分については、先ほどからも、いろいろ文科省の見直し当初案で御議論あ

りましたけれども、本来制度をつくったときの趣旨に沿って重点的に配分をするようにと

いう指摘でございます。後段については、特別に交付金を配分するものについては、その

前提となったものがちゃんと行われているのかという検証をしていただきたいという趣旨

でございます。 

 「４、経営協議会の機能発揮状況の明確化。国立大学法人及び大学共同利用機関法人に

は、国民の幅広い意見を個々の法人の運営に適切に反映させる観点から経営協議会が設け

られており、委員の半数以上を外部有識者から任命し、法人の経営に関する事項を審議す

ることとされている。しかしながら、経営協議会に関する情報の公表状況をみると、議事

内容を公表していない法人があるほか、議事内容を公表している法人であっても、具体的

にどのような意見が出され、どのように法人運営に反映されたのかは必ずしも明らかでは

ない状況もみられる。経営協議会が期待される役割を十分に発揮し、その意見が法人運営

に適切に反映されているか明らかにする観点から、国立大学法人及び大学共同利用機関法

人は、経営協議会における意見の内容及びその反映状況などの情報の公表に努めるものと



 -28-

する。」 

 これにつきましては、先ほど、委員の方から質問がございましたけれども、経営協議会

がその機能を十分発揮しているのか、それを判断するのはなかなか難しいかとは思います

けれども、まずはどのような意見が出され、それをどう法人運営に反映させたのかという

ことをオープンにすることが重要であろうということで、こういう指摘になってございま

す。 

 「５、国民への積極的な情報提供。国立大学法人及び大学共同利用機関法人は、国民に

対する説明責任を果たす上で、法人の運営全般にわたって積極的な情報の提供が求められ

ている。各法人は、組織・業務・財務に関する情報を始めとした幅広い情報を公表してい

るものの、例えば大学、卒業後の進路に関する情報については、入学希望者の大学選択に

資するのみならず、大学の教育成果を測る指標でもあるが、企業別就職者数が公表されて

いないなど、必ずしも利用者の立場に立った情報の提供がなされているとはいえない状況

もみられる。国民に対する説明責任を十分に果たす観点から、国立大学法人及び大学共同

利用機関法人は、利用者の立場に立った分かりやすい情報の提供に努めるものとする。」 

 ここについては、一般的には多分独法と比べて国大法人は幅広い情報を提供していると

思いますけれども、私立大学などと比べた場合に、必ずしも十分かという観点からの指摘

でございます。 

 「第２ その他の業務全般に関する見直し」でございますけれども、ここにつきまして

は独法にも共通している事項を中心に指摘をいたしてございます。 

 「１、全国共同利用型研究施設における機能の発揮状況の検証。共同利用・共同研究拠

点として新たに認定された附置研究所・研究施設について、共同利用・共同研究機能に係

る経費を国が重点支援するものとされたことにかんがみ、文部科学省は、その機能の発揮

状況について検証し、その結果を公表するものとする。」 

 ここにつきましては、運営費交付金の後段と同じように、特別に資金を配るものについ

てはちゃんとフォローしてくださいという趣旨でございます。 

 「２、総人件費改革の推進。国立大学法人及び大学共同利用機関法人は、簡素で効率的

な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律等に基づく平成18年度から５年間で

５％以上を基本とする総人件費の削減について、引き続き着実に実施するとともに、「経済

財政運営と構造改革に関する基本方針2006」に基づき、人件費改革の取組を23年度まで継

続するものとする。 
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 なお、総人件費の削減に当たっては、例えば、人員配置の見直しや人事評価の活用など

により効率的な業務運営が図られるよう留意するものとする。」 

 前段につきましては、独法と同様の指摘でございます。後段につきましては、ワーキン

グ・グループで教員が教育研究に専念できるようにするためには事務職員の能率の維持向

上が重要であるという議論があったことから、削減に当たっては一律ではなくてメリハリ

を付け、業務運営に支障を来すことがないように留意すべきだという趣旨での指摘でござ

います。 

 なお、独法の場合ですと、ここの文脈に給与水準についての指摘をいたしてございます

けれども、国立大学法人、大学共同利用機関法人につきましては、全体平均では対国家公

務員指数が86.7ということでございまして、100を超えている法人も１法人ございますけれ

ども、地域、学歴を勘案いたしますと100を下回るということで、ここでは指摘はいたして

ございません。 

 「３、随意契約の見直し。国立大学法人及び大学共同利用機関法人は、原則として一般

競争入札等による契約を行うものとし、以下の取組により、随意契約の適正化を推進する

ものとする。 

 ①各法人が策定する「随意契約見直し計画」に基づく取組を着実に実施するとともに、

その取組状況を公表すること。 

 ②一般競争入札等により契約を行う場合であっても、特に企画競争や公募を行う場合に

は、競争性、透明性が十分確保される方法により実施すること。 

 また、国立大学法人及び大学共同利用機関法人は、監事及び会計監査人による監査にお

いて、入札・契約の適正な実施についてチェックを行うよう要請するものとする。」 

 ここにつきましても、独法と同様の指摘にいたしてございます。 

 「４、保有資産の見直し。国立大学法人及び大学共同利用機関法人は、土地の処分収入

の一部が国立大学法人・大学共同利用機関法人全体の施設整備に充てられることにかんが

み、減損会計の情報なども活用し、資産を保有する必要性について不断に見直すとともに、

不要とされた資産の売却処分を進めるものとする。」 

 保有資産につきましては独法と違いまして、処分をした場合に25％が当該法人で使用し、

75％につきましては、国立大学財務・経営センターに納付して全体の施設整備の財源とし

て使用されることになってございます。法人化以降、平成19年度までに約45億円分の保有

資産の売却が行われておりますけれども、19年度の単年度で見ましても、約55億円分が今
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後使用予定がないということで減損されております。したがいまして、減損会計を活用し

た不断の見直しと不要と判断した場合には、それは売却をしてくださいという指摘にして

ございます。雑駁な説明ですが以上でございます。 

【樫谷分科会長代理】  ありがとうございました。 

 ただ今の御説明につきまして、国立大学法人等評価ワーキング・グループの委員から何

かつけ加えることはございませんでしょうか。 

 宮本委員、どうぞ。 

【宮本臨時委員】  国立大学法人のワーキング・グループ、宮本でございます。国立大

学法人は大学であるということで、学問の府としての機能を果たしていただく、真に成果

を上げていただくという意味では自主性、あるいは自律性が尊重されることが重要だとい

う前提がございます。したがいまして、国立大学法人の事務・事業の見直しに関する勧告

の在り方についても、その点にどう配慮し、同時に改革が進むようにどう勧告すべきか、

どのような内容で検討すべきかを種々議論されたと認識しております。 

 そういう意味では、先ほどの質疑応答にもありましたけれども、主務大臣であってもあ

る意味で個別具体的な指示はできないという枠組みもある中で、当委員会としてはどうい

うことを指摘すべきかということで、ワーキング・グループの中でも様々な議論がなされ

てきたということでありますけれども、最終的には各大学が国民や社会、あるいは関係者

に対して説明責任をきちんと果たしていただくと。自主性を尊重するからにはなおさら説

明責任を果たしていただくことがまずもって重要だということで一致した考えになったと

いうことだと思います。 

 ただ今事務局からも御説明いただきましたけれども、この案につきましては、明確化と

か、あるいは情報の公表、提供というキーワードが増えた形での表現、内容になっている

というのは今のような議論を踏まえたことであると思います。 

 以上、補足いたしました。 

【樫谷分科会長代理】  ありがとうございました。 

 それではほかのワーキングの先生からは何か付け足すことございませんか。今の御説明

にもありましたように、なかなか文部科学省もやりにくいかもわかりませんが、政独委と

してはもっとやりにくいと言いますか、何をやれ、何をやるなと言うのか、もう一つ明確

ではない中で相当悩みながら議論をしたのだということでございます。 

 よろしいですか。 
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それでは主要な事務及び事業の改廃に関する勧告の方向性（案）につきまして、委員の

皆様方に御審議いただきたいと思いますので、御意見、御質問ございましたら。 

 縣委員、どうぞ。 

【縣臨時委員】  そういう形でお作りいただいたということですが、さっきの国立大学

法人支援課長との議論で言えば、今の御説明の第１の１、２の議論の中でキーワードとし

て機能別分化が取り上げられていたわけですが、監視官の１の１に関する御説明の趣旨は、

その言葉を意味していたと思います。この表現を使うのは問題があるのでしょうか。むし

ろ入れたほうがいいのではないかと思います。 

【樫谷分科会長代理】  いかがですか。何か、今の縣先生の御発言につきまして。機能

別の話ですよね。ここをもう少し。 

 じゃあ、河村先生。 

【河村臨時委員】  すみません。今、縣先生の御意見も伺って、実は同じことを申し上

げようと思いました。今、ヒアリングを伺っていても、おそらく問題の一番キーワードの

ところが機能別分化のところと思っておりまして、平たい言葉で言えばメリハリを付ける

ということなんでしょうけれども、機能別分化を進めようとしているんだけれども、普通

の独立行政法人と違って、国立大学法人は特別な立場にあってということがあって、これ

を誰のイニシアティブというか、どういう形で進めていくのかというのが事実上かなり問

題じゃないかと思うんです。そういうことを考えたときに、これと実際に比較すること、

いろいろな機能に分かれていくとしても機能相互間で比較することが、例えば、難しいん

じゃないかとか、森泉先生のお話にもありましたが、評価をどうするのか。すごく極めて

根本的な問題だと思うんですけれども、そこの解決を図ることなしにはおそらく全体の改

革は進まないのかなというのが、今日の前段のヒアリングを伺っていてそういう思いを非

常に強くしたんです。 

 さはさりながら、国立大学法人については政独委としてどう動けるかということに制約

があってというお話も先ほど評価監視官から御説明もありましたので、このキーワードが

全然入っていないし、そういった問題意識を皆さんがお持ちであるにもかかわらず全く出

てきていない。もし何か御事情があればお伺いすることができればと思いますし、なぜそ

こについてこれだけ議論がありながらこの中で触れられていないのかについてお伺いする

ことができればと思います。 

【樫谷分科会長代理】  いかがでしょうか。 
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 菅原評価監視官。 

【菅原評価監視官】  先ほど縣先生から御指摘がありました点につきましては、「個性・

特色のある教育研究を展開することが求められている」のは、そういう意味で言うと、17

年の中教審答申で言われている「機能別分化」という意味で使ってございます。なぜ「機

能別分化」という用語を使わないんだということにつきましては、あまり深い意味はなく

て、中教審答申で言っていることをそのまま引っ張ってきていいのかなということで、こ

こはあえてそういう意味で、「個性・特色のある教育研究を求められる」と使ったところで

ありまして、逆に政独委としてそういうことを明確にするべきであれば、それは「機能別

分化」という用語を使うことがいけないということではないと思っております。 

【樫谷分科会長代理】  いかがでしょうか。 

 どうぞ、河村先生。 

【河村臨時委員】  例えば、先ほどのヒアリングのときに出た問題意識の点を盛り込む

必要はないでしょうか。私はワーキングに参加していたわけではないので、そこでどうい

う議論がなされたのかはわからないんですけれども、例えば、各大学が評価の目標を立て

て評価を受けるときに、どういうやり方でやっていくべきかということ。具体的なことを

書くよりもそういうことをまじめに検討していかないと進まないのかなという気もします。 

 そういったことをこの中で言及する必要はないんでしょうか。私は逆にそれは何か特別

な事情があれば、それは考慮しなければいけないと思います。ぜひ、そういうことこそ言

っていったほうがいいという気がいたします。ワーキング外からの意見で大変恐縮ですが。 

【樫谷分科会長代理】  ありがとうございます。 

 いかがですか。森泉先生、あるいは山本先生、そのほか。 

 今も、先ほどのヒアリングでも、意見が相当出ましたので、機能別の問題についてもも

う少し「個性・特色ある」と入っていることはいるんですが、それが個性・特色というの

は、結局機能別のことなのかどうなのか、すべて個性・特色、国立大学法人今、80か90あ

りますけれども、全部個性・特色ある、あるいは機能別なのか、もう少し総合性のある大

学と機能別に分けた大学と、その方向性を分けなければいけないわけですよね。その辺は

どう整理をしたほうがいいのか、機能別に分けながらそれを総合するところもあるでしょ

うし、大学によってはもっと機能別というか、個性、特色を更に打ち出したほうがいいと

考えたり、その辺は確かにそういう意味では大学によって違うかもわかりませんけれども、

機能別だけで、あるいは個性・特色だけでいいのかという気はしますけれども。今、議論
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をしていて、どう思われますか。 

 どうぞ、縣先生。 

【縣臨時委員】  それはおそらくこういう文書を作るときにいつも生ずることですが、

特定の概念に対する理解が違うということで、分科会長代理がおっしゃった機能というの

は、非常に全部並行して縦割りになったものを想像されていると思いますが、私はそれだ

けじゃなくて仰せのことが全部入っていて。 

【樫谷分科会長代理】  入ってる。 

【縣臨時委員】  特化するものもあるし、総合的なものもあるし、特化するときには部

門別になるという理解で私は機能別と。 

【樫谷分科会長代理】  それを合わせて機能別分化と。 

【縣臨時委員】  だと私は思っておりました。 

【山本臨時委員】  いいですか。 

【樫谷分科会長代理】  山本先生、どうぞ。大いに主張していただかなきゃいけないで

す。 

【山本臨時委員】  要するに、中教審は機能別分化は七つのうちの一つに特化せよと言

っているんじゃないんです。そのうち複数を言っていますから、そこで入っているんじゃ

ないか。意見ではありませんが、第１の１のところで、18歳人口の減少というのは法人化

前から減っているわけですので、ここは現時点における適切な事実認識を言いたい部分だ

と思いますので、例えば「世界同時不況」などの別の表現を入れるのではないかと。示す

べき勧告の方向性の要素ではありませんが。 

【樫谷分科会長代理】  そうすると、今の機能別の考え方がそれぞれあるかも分かりま

せんが、そういう機能別としたときに、個性・特色という言葉だと、今の縣委員や山本委

員がおっしゃったような機能別分化を表していると考えてよろしいですか。個性・特色が

ある教育は非常に重要なことなので、これは外れないと思うんですけれども、そのほかに

何か付け加えることがあるのか、どうなのか。それともなるべく別の表現をしてしまうと

か。 

【縣臨時委員】  今の表現を入れたほうがいいのではないかと思います。「機能別分化」

という言葉を。 

【樫谷分科会長代理】  使ったほうがいいと。 

【縣臨時委員】  使ったほうがいいのではないでしょうか。分化は非常に私は重要だと
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思います。 

【樫谷分科会長代理】  事務局で、今のことについて何か意見はありますか。 

【菅原評価監視官】  ここで今文章をどうするかという話ではないんですけれども、例

えば、ただ今の意見ですぐ思いつく表現を考えますと、「それぞれの大学が個性・特色のあ

る教育研究を展開することが求められている」というところの前に、「それぞれの大学が機

能別分化を進め」を加え、「個性・特色のある教育研究を展開することが求められている」

というふうに、例えば、修正をすれば、その意図は十分入っているのかなと思います。 

【樫谷分科会長代理】  分かりました。 

 もう一つ、今、山本委員、100年に１度と言われる不況の問題だとか、つまり改革をしな

ければいけないという、これは個性あるものを作ると同時に財政面でも相当厳しいことに

なっていると。そういうことも踏まえて進学率の向上、18歳人口の減少、その中で産業構

造の変化が入っているのかもわかりませんが、相当厳しいということを少し言っておいた

ほうがいいのかなという思いがしたんですけれども、それについていかがですか。ほかの

委員の先生方は何か御意見、どうぞ。 

 鈴木先生。 

【鈴木臨時委員】  そのことと関連するかと思うんですけれども、先ほど来のお話を聞

いていても、これは別に私立大学も全然変わりはないんです。大学の自主性とか自律性を

尊重するとか、あるいは教員の教育研究活動に言及しない、これは私立大学と別に変わり

はない。ただ、国立大学は第１の１にある公的支出に支えられている大学だというところ

でどういう違いがあるかということになると思うんですが、そこで今との関係になります

が、第１の③の経営責任の明確化による機能的・戦略的な大学運営の実現というところに

関連して、先ほどのヒアリングの中でもそうなんですが、あるいは、勧告の方向性の案文

にも、そういう厳しい環境の中で誰がリーダーシップを持って経営責任を感じながらやる

か、あるいはやらなければならないかというところがあまり見えてこない気もするんです。

経営協議会とか、学長のリーダーシップということはあるにはあるのですけれども、そう

いうことをきちっとどこかで表現しておく必要があるんじゃないかと。 

【樫谷分科会長代理】  ありがとうございました。 

 いかがですか。今の意見、あるいはほかに何かございましたら。 

 はい、田渕委員、どうぞ。 

【田渕臨時委員】  ほかの意見になってしまいますが、先ほどワーキングの検討状況を
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御説明いただいたときに、説明責任を果たしてもらうことが非常に重要だという認識を持

たれているということだったかと思うんですが、第１の４と５のところで「情報の公表に

努めるものとする」、「情報の提供に努めるものとする」と。「努めるものとする」というの

が弱いのではないか。腰が引けている記述になっていて、そういった説明責任を果たすの

は重要だという認識を持たれているのにこういう表現になったのにはワーキングの中で議

論があって、こういう表現になっているのか。そうでなければ、第２の１のところは最後、

「結果を公表するものとする」となっているんです。本来であれば、「公表するものとする」、

何か事情があるのであれば、せめて「積極的に取り組むものとする」とか、そのくらいの

記述でもよいのかなというのが一点目です。 

 もう一点なんですが、３のところで運営費交付金の配分で最後のところで、取組が計画

どおり実施されているか文科省が検証する。これ、別に計画どおりに実施されているかと

いうのは検証するのは当たり前で、成果が上がっているかと。やって、取組を実施したこ

とによって、本当に成果が上がったのかを文科省としては検証するべきではないかと。こ

こに関しても、もしかしたらワーキングの中で御議論があったのかもしれないので、その

辺も含めて認識、確認をさせていただければと思います。 

【樫谷分科会長代理】  ありがとうございました。 

 菅原評価監視官。 

【菅原評価監視官】  まず、４と５の「努めるものとする」についてでございますけれ

ども、ここにつきましては、要はすべてを見た上でそれをやってないというところまでの

判断ができなかったものですから、中にはやっているところもあるのではないかという観

点から、言い切らずに「努めるものとする」という言い方にしたのが理由でございます。 

【樫谷分科会長代理】  それから、運営費交付金について。 

 よろしいですか。 

【菅原評価監視官】  運営費交付金のところについても、運営費交付金、１兆1千数百億

円ございますけれども、このうち文科省が実際に配っているといいますか、裁量的な経費

として配っているものが800億円程度ございまして、そこのところについては各法人からい

ろいろなこういうことをやるという前提でものを配ることにしておりますので、意図とし

ては、先ほど申し上げましたけれども、それが当然特別に配るわけですからそれについて

ちゃんとやられているかどうかという観点からのフォローが必要ということでございまし

て、成果が上がったかどうかは結構細かいものでございますので、なかなかそこまで行く
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かどうかわかりませんけれども、そこについてはまた御議論いただければと思います。 

【樫谷分科会長代理】  田渕委員、今のでどうですか。御質問は。 

【田渕臨時委員】  ワーキングの中でそういった議論があったんですか。 

【樫谷分科会長代理】  ワーキングの中では経営協議会、基本的には詳細まで公表する

べきだという意見が多かったんですが、ただ、企業機密じゃないでしょうけれども、そう

いうものもあるので、一律に公表させるのは問題があるかな。ただ、要旨ぐらいは、どう

いう意見があってそれをどう整理をしてどう対応したのかについてはちゃんと公表すべき

ではないかという意見でこうなったと思うんです。 

 ただし、田渕委員がおっしゃることを聞くと、全体的に見てこういう附帯決議があって

言いづらくなっていて、みんな遠慮がちになっているイメージがあるので、もう少し強く

言ってもいいという気はしないでもないんです。全体に本当に遠慮がちになっていて、申

し訳ないけれども、こうしてもらいたいみたいな。そうではなくて、こういう厳しい時代

なんだから、やるべきだと言ってしまったほうがいいのかなと思うんですけれども、いか

がでしょうか。 

 田渕委員、どうぞ。 

【田渕臨時委員】  公表するものとして、公表できないのであればその理由を明確にす

るとかという形で、もしできるのであればそのほうがよいのではないかと。 

 いろいろと御事情があるということであれば可能な範囲でということで。 

【樫谷分科会長代理】  そうですね。可能な限りやるべきだというのはそのとおりだと

思います。文章は、また、今の田渕委員の御意見を踏まえてということですね。 

 交付金のほうも取組が計画どおり実施されているかでは弱いと思いますので、それは当

たり前の話で、成果があったかどうかが問題なので、成果があったかどうかを見ながら、

また配分を変えていかなきゃいけないわけです。だから、そういう意味では成果について

ももう少し、ただし、どうやってそうなったかどうかを見るんだというのは極めて難しい

ところですけれども、少なくともそういう観点から見てもらいたいと、取組をやっていれ

ばいいんだという観点ではなくて。 

 どうですか。いかがですか。岡本委員、どうぞ。 

【岡本臨時委員】  これはむしろ事務方の人に確認なんですけれども、すごくこだわる

んですけれども、私は附帯決議の意味がよくわからないのであまりそんなに言えないんで

すけれども、附帯決議で言っていることは個々の大学の、あるいは学部の個別の事項につ
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いて言及はしてはいけないということなんですよね。ですから、どういう方向性でやりな

さいということは具体的には書けるわけですか。 

【樫谷分科会長代理】  いかがですか。 

【菅原評価監視官】  附帯決議との関係で言いますと、附帯決議であれば、まさに文字

どおり個々の研究については言うなとか、個々の学部の改廃については言うなと。 

【岡本臨時委員】  現実に存在している研究であったり、大学の人事については個別に

は言えないけれども、こういう方向にしてくださいということは言えるわけですね。 

【菅原評価監視官】  それ自体は附帯決議では……。 

【岡本臨時委員】  言えない。 

【菅原評価監視官】  方向というものの中身にもよりますが、附帯決議でそういうこと

を言うなとまでは言われていないと思っています。 

【岡本臨時委員】  そうすると、先ほどから、多分鈴木先生がおっしゃったんですか。

あるいは、河村先生もおっしゃったかもしれません。改革に向けてイニシアティブをもっ

と発揮するべきじゃないかと。ということは、もう少し出せる方向が絡まないんですか。 

【菅原評価監視官】  そのイニシアティブというのは、鈴木先生がおっしゃる、大学で

すと、学長がもっとリーダーシップを発揮してという意味でありましょうか。 

【岡本臨時委員】  はっきり申し上げると、学問の自由だと大学の自治を根拠にして改

革が前に進まないという方向にどんどん行くことはなるべく避けたいと。だから私は今、

そこに何かをやるために、今の附帯決議の範囲内でできることのぎりぎりのところまでは

行っていただきたいということを確認しているんです。 

【鈴木臨時委員】  多分岡本先生の言いたいことは私と同じなんだと思うんですが、こ

の附帯決議の意味は私立大学でも国立大学でも別に違いはなくて、自主性、自律性に抵触

することを文科大臣とか外部の規制機関が言うことはいけないよということだけれども、

逆の意味は、大学の中で、私立大学の場合であればもっと厳しい環境にありますから、先

ほどの経営責任の関連で、ある一定のガバナンスを働かせて、研究についても、いろいろ

な評価をしながらやっていくわけです。 

 けれども、国立大学の場合は、先ほどの話からいくと、研究教育については誰も何も言

えないのかと。ましてや成果が測定できないからということになってしまう。確かにそう

ですし、指標は難しいんだけれども、ここでの意味は内部でそれをきちっとガバナンス、

あるいは内部でそういう進め方の意思決定をきちっとしなさいと言っているんだと思うん
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です。 

 先ほどの私の発言は、このような附帯決議の意味が果たされるよう、それを受けた形で、

そこで経営責任ということだと抽象的なんですが、表現がもうちょっと前の方に強く入っ

てないと皆さんが今懸念している方向へ行ってしまうのではないかという意味だったんで

す。 

【樫谷分科会長代理】  あれですよね。法律は主要な事務・事業の改廃に関して勧告で

きると書いてあるわけですよね。これは独法と同じだと。ただ、附帯決議では少しトーン

が若干変わっていると。こういう配慮をしなさいということですよね。これは配慮しなさ

いということなんですか。 

【岡本臨時委員】  附帯決議にはやっちゃいけないと書いてある。 

【樫谷分科会長代理】  やっちゃいけないと書いてある。 

【岡本臨時委員】  これまでに言及しないと書いてあるんです。 

【樫谷分科会長代理】  言及しない。 

【岡本臨時委員】  ええ。 

【樫谷分科会長代理】  個々の研究活動なんか言及したくてもできませんよね。したく

ても。 

【岡本臨時委員】  それは当然のことだと思うんですけれども。 

【菅原評価監視官】  ちょっとよろしゅうございますでしょうか。 

【樫谷分科会長代理】  どうぞ。 

【菅原評価監視官】  今の経営責任のところについては考えさせていただきますけれど

も、もともとワーキングであった議論を御紹介したいんですけれども、学長、機構長のト

ップマネジメントについていろいろ発揮すべきではないかといった議論がございまして、

それはそうではあるんですけれども、実際のところ、何をどこまで学長はやるべきだとい

うところを指摘しないことには勧告の方向性としては十分ではないのかなと思います。じ

ゃあどこまでやるんだという話で、実際文科省の見直し案にも「法人の特性を踏まえつつ、

学長等の裁量による経費や人員の配分など、学長のリーダーシップが図れる取組を進める」

と。また、機構長のほうは一体的じゃないことから、もうちょっと組織の見直しをやれと

か、いろいろな指摘がございます。 

 事務局としてもいろいろ悩んでおりましたのは、じゃあどうしようと言ったときに、実

際には体制の整備ということで、例えば、学長を補佐をするための体制が整備されている
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とか、言われています学長の裁量の人件費とか、人の枠とか、経費という枠が整備されて

いるかどうかはパーツとしては見ることになろうと思うんです。 

 では、それ以外に、例えばリーダーシップを発揮するということでも、一般的にリーダ

ーシップを発揮しろということは言えると思うんですけれども、じゃあ何をどこまでかと

いうところが最後の着地点のところまではなかなか議論が行かなかったということではな

いかと思っております。 

【樫谷分科会長代理】  どうぞ。 

【鈴木臨時委員】  おっしゃるように、私立大学の場合は学長だけに責任を負わせるな

んていうことはとてもできないわけで、学長だけと言っては、それは学長もかわいそうだ

と思うんです。結局、私立大学の場合は教授会というところが結局意思決定をやって、そ

の上に学部長会があって、そこが大体最後の意思決定の最高機関で、したがって学長が学

部長会なり教授会をどうコントロールするという言い方をすると、私立大学でも問題にな

るわけですけれども、国立大学の場合組織的なことははっきり分からないのですが、その

辺のことをここで言えることなのかわかりませんが、したがって組織構造との関連でどこ

まで言えることなのかとも思うんですけれども。 

【樫谷分科会長代理】  宮本委員。 

【宮本臨時委員】  私もワーキング・グループの議論を全部承知できているわけでもな

いんですけれども、先ほどの用語として「努めるものとする」というのを、あえて積極的

にこれにするというよりは、基本は情報の公表についてはより徹底していただくことが、

まず一番重要な共通の改革へ向けての前進だということで、そこは強調しようという趣旨

で議論したと思います。 

 ただ、そのときに、先ほど監視官の説明にありましたように、もう既に公表している、

比較的優等生的にやっているところもあるかもしれないというところを全部我々は確認で

きていないという前提で多少言葉は弱くなったと見えるかもしれませんが、言葉をわざと

弱くしようという議論があったということではないと思います。 

 あと、全体としてこの程度でいいのか、もう少し強く言わなければいけないのではない

か、言えることがあるのではないかという議論については、ワーキング・グループの中で

もかなり何回もされてきていることは事実なんですけれども、多分もう少し積極的に言う

ことについてはコンセンサスを得るってなかなか大変なところがあって、まず、自主性を

発揮してもらって、実際に結果がよくなるためには情報を出していただくことについて、
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共通で言えるんじゃないか、そんな議論だったと思っております。 

【樫谷分科会長代理】  すみません。もう時間が。あと、何か一つ、二つございますか。 

 河村委員どうぞ。河村委員の後、黒川委員、どうぞ。 

【河村臨時委員】  繰り返しになるんですが、先ほど申し上げたんですが、機能別分化

と競争原理の導入の両立を果たしてどう図るのかが全く解決ができていない。簡単に解決

できる問題だとは思いませんけれども、各大学のお立場等からすれば先ほど黒田先生から

もお話があった状況があるわけで、目標をどのレベルに掲げ、自分のところの大学はどう

いう機能に分化していこうとするのかと、一方で、競争させるわけですから、そこをどう

両立させるのかを相当まじめに検討しないとできない課題だと思うんです。答えを示すこ

とは政独委としては当然できないですけれども、そういう検討をきちんとすべきであるこ

とを、勧告の方向性の中に盛り込んだほうがいいのではないのか。それが場所が３の運営

費交付金のところなのか、先ほどの１の理念・目標の明確化のところなのかはわかりませ

んけれども、ぜひそういうところを次のワーキングで、もしよろしければ検討の対象に含

めていただければと思います。 

【樫谷分科会長代理】  ありがとうございました。 

 黒川委員。 

【黒川臨時委員】  はい、これも場違いかもしれませんけれども、ガバナンス、経営協

議会についてかなり踏み込まれていて、私もこの案はいいなと思ったんですけれども、た

だもう少し、もう一言、ここまで言うのであれば情報を提供するだけではなくて、どうい

うガバナンスの仕組みと言うんでしょうか。そういう点をいろいろな知見がある政独委と

しては言えないのかと思うんです。研究とか教育の中身について、あるいは、それに関連

する機能別分化については、先生方のおっしゃるとおりかもしれませんけれども、私は大

学人としてはあまり強く言えない気もしないではないです。だけれども、ガバナンスにつ

いては何か定番的なものとして言えそうな気もするんです。だから何か御検討いただけれ

ばなと、希望ぐらいです。 

【樫谷分科会長代理】  荒張委員、どうぞ。 

【荒張臨時委員】  先ほど、田渕先生と樫谷先生から交付金の配分の取組を検証すると

いうところで、それだけでは手ぬるいというお話が出ていたかと思います。確かに成果ま

で検証するのは、私も全くそのとおりだと思うんですけれども、一方で、教育研究の施策

で、実際に成果の発現、成果が出てくる時系列で見てみると、実際の交付金の配分に間に
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合うように短期的に成果が出てくるものとは限らないものが非常に多いのではないかと。

そういった場合に、すぐ交付金の配分というところに反映させるだけではなくて、検証す

ることは引き続きやっていくものの配分の話とは切り離して考えるべきではないのかと。

その辺が、実務上どうするのかという素朴な疑問が出てまいりますので、ぜひその辺も考

慮いただいて、方向性を決めていただいたほうがよろしいのではないかと思います。 

【樫谷分科会長代理】  ありがとうございます。 

 よろしいでしょうか。それでは、主要な事務及び事業の改廃に関する勧告の方向性（案）

につきましては、ただ今の委員の皆様方の御質問、御意見等を踏まえまして、引き続き、

国立大学法人等評価ワーキング・グループにおいて検討し、整理させていただきまして、

案を取りまとめさせていただきたいと思います。その際、個別にご意見をお伺いさせてい

ただくこともあるかもしれませんが、御協力のほどよろしくお願いいたします。その上で

取りまとめました案につきまして、できるだけ次回の分科会、またはそれまでに皆様方に

ご連絡をさせていただくような段取りをとらせていただこうと考えております。 

 最後に事務局から今後のスケジュールについて、御報告がございましたら、いかがでし

ょうか。 

【菅原評価監視官】  先ほどもスケジュールのところで申し上げましたけれども、次回

の分科会でございますが、５月21日の午前中に予定をいたしてございます。時間が決まり

ましたら、また追って御連絡を差し上げたいと思います。 

【樫谷分科会長代理】  よろしいですか。 

 それでは以上をもちまして、政策評価・独立行政法人評価委員会独立行政法人評価分科

会を終了いたします。 

 本日は御多用の中、御出席を賜りましてありがとうございました。 

了 


